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事務所・店舗用「テナント総合保険」を追加新発売 !!
▶「賃貸住宅総合保険」
▶「テナント総合保険」

商品とサービスの特徴

全日ラビー少額短期保険株式会社
千代田区平河町1- 8 -13　全日東京会館6階

　03（3261）2201
［受付時間］月～金曜日／10：00～17：00
　　　　　　土日祝日・年末年始除く

　 http://z - rabby.co.jp/

代理店についてのお問合せ

● 賃貸住宅用とテナント用のワイドな補償を用意 !!
● 窓ガラスの熱割れを免責なしで補償 !! ※賃貸住宅のみ

● 入居者の孤独死の清掃・修理費用を補償 !! ※賃貸住宅のみ

● 保険料精算は郵貯払込み専用カードで簡単に ATM送金 !!
● みずほ銀行なら手間のかからない都度口座振替精算も可能 !!
● 構造、地域に関係なく一律のお手頃な保険料 !!
● 申込書・領収書作成事務はお手持ちのパソコンで OK
● 事故受付専用コールセンターで 24時間専門スタッフが安心対応 !!
● 事故後のスピーディーな保険金のお支払い !!
● 緊急時 24時間安心駆け付けサービスが無料で付帯 !!

全日会員の皆様におすすめいたします !!　取扱い代理店募集中 !!

全日ラビー 検 索

NEW

NEW

NEW

NEW

手数料
※テナント用

％ ％50 40
※賃貸住宅用

TRA が全額出資して設立した少額短期保険会社が代理
店を募集しています。全日会員の皆様にぜひ代理店登
録をしていただけますようお願い申し上げます。詳し
くは下記にお問合せください。
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都内に残る危険な木密

　都内には、危険な木造密集市街地
（木密）が約13,000ha（130k㎡）も残っ
ています※。23区で最も大きい大田
区（約60k㎡）と世田谷区（約58k㎡）
を合わせた面積よりも広大な面積で
す。これらの木密の多くは、環状七
号線沿いにベルト状に広がっていま
す。木密は、1950年代から住宅需要
の急増を背景に、都市近郊の農地転
用や敷地細分化などで形成されてき
ました。インフラ整備が不十分なま
ま形成された木密地域は、道路の幅
員が狭く、老朽化した建物が密集し
ています。そのため、大地震の際に
は火災の発生・延焼によって大きな
被害が予測されています。地震で倒
壊した建物が道を塞いでしまい、救
出作業が困難となるだけでなく、被
災者の避難が難しくなるからです。
　木密の危険性を解消するべく、国
は1980年代から道路と不燃建築物に
よる延焼遮断帯の整備を推進してき
ました。しかし、1995年の阪神・淡
路大震災では、延焼遮断帯の内側の
木密自体が燃えて被害を大きくした
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ため、国は木密そのものの解消を主
眼とする「密集市街地における防災
街区の整備の促進に関する法律」（密
集法）を1997年に制定しました。同
法は、都市計画の地区計画として防
災再開発促進地区を定めたほか、建
物の建替えの促進などを主眼として
います。また、国の都市再生本部も、
都市再生に伴う木密の不燃化を推進
してきました。これらの施策は一定
の成果を挙げたものの、まだ木密の
危険性は残っています。
　国だけでなく、東京都も1970年代
から延焼遮断帯となる不燃建築物を
江東区などで整備してきました。そ
の都が、木密の解消に本格的に取り
組み始めたのは、国と同じく阪神・
淡路大震災以降のことです。都は、
阪神・淡路の翌1996年に、延焼遮断
帯の形成だけでなく、市街地の不燃
化を目指す「防災都市づくり推進計
画」を策定。都市計画道路の整備に
合わせた沿道建物の不燃化などを進
めることで不燃領域率の向上を図っ
てきました。ただし、不燃領域率は
当初の目標の半分程にとどまってお
り、さらなる取り組みが求められて
いました。そうした中で、2011年に

東日本大震災が発生。都は、首都直
下地震の切迫性を踏まえ、木密改善
をさらに加速させようと「木密地域
不燃化10年プロジェクト」を2012年
1月に立ち上げました。
　木密地域不燃化10年プロジェクト
は、地域危険度が高いとされる「整
備地域」約6,900ha（防災都市づく
り推進計画に基づく）の中でも、特
に重点的・集中的に改善を図るべき
地区を、区の提案に基づき「不燃化
特区」に指定。この不燃化特区にお
いて、区が提案した整備プログラム
の実施を都が支援することで、不燃
化を促進しようというものです。都
の目標は、
① ｢燃えないまち」を実現
　 ─2020年度までに整備区域の不燃
領域率70％

② ｢燃え広がらないまち」を実現
　 ─2020年度までに特定整備路線を
全線整備
の２つです。
　なお都は、木密地域不燃化10年プ
ロジェクトをスタートさせる際に、23
区に対して先行実施地区を募集。墨
田区京島周辺や中野区弥生町三丁目
周辺など、応募があった11区の計12

都内には災害時に甚大な損害が予測される木造住宅密集地域（木密地域）が数多く残っています。
東京都は、阪神・淡路大震災以降、木密地域そのものの危険性を減じていくため2000年頃から木
密解消に力を入れてきました。東日本大震災の発生を踏まえ、木密解消をさらに加速するため、「木
密地域不燃化10年プロジェクト」を2012年から進めています。国、都や区が進めてきた木密の改
善の経緯と、不燃化特区制度について、豊島区の東池袋四・五丁目地区を中心に見ていきます。
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地区を先行実施地区として、2012年
８月に選定しました。この先行実施
地区12地区の中でも都心部にある木
密が、「東池袋四・五丁目地区」です。

戦後復興計画が 
木密解消の契機に

　サンシャインシティの裏手にある
東池袋四・五丁目地区（以下、東池
袋4･5）は、都内では珍しい、戦前
から形成されてきた木密です。明治
維新の頃は農村だった東池袋4･5周
辺では、明治時代の半ばに巣鴨監
獄・巣鴨刑務所（現サンシャインシ
ティ及び造幣局跡地）が置かれたこ
とで市街化が始まり、山手線の開業
で住宅街となりました。東池袋4･5
が密集化したのは、関東大震災が
きっかけです。被災して家を失った
下町の住民が、池袋周辺に住宅を求
めたことから、東池袋4･5には木造
賃貸住宅が増加し、木密化が進みま
した。戦時中は、池袋も空襲を受け
ましたが、木密はあまり被害を受け
ず焼け残りました。そのため戦後は、
従来の木密がさらに密集化しました。
結果、東池袋4･5は消防車が入れる
幅の道路がほとんどない危険な木密
になってしまいました。

　東池袋4･5の危険度を解消する大
きなきっかけとなったのは、東池袋
4･5を貫く都道の整備です。東池袋
4･5には戦後復興時に都市計画決定
が行われた都道「東京都市計画道路
幹線街路補助線街路第81号線」が計
画されていました。都電荒川線に沿
う形のこの都道は、幅員25mの歩
道・片側一車線の道路です。ようや
く2005年に事業認可が行われたこと
で、本格的な整備が始まりました。
都道の整備に合わせて、都は、都道
に沿って再開発を誘導していく「道
路整備と一体的に進める沿道まちづ
くり」（一体開発誘発型街路事業）
を2005年に開始しています。一体開
発誘発型街路事業は、民間活力を活
用して沿道建物の共同化・不燃化を
実現するため、都が支援を行うもの
です。主な支援メニューは、①共同
建替えについての街区勉強会等の運
営支援、②まちづくりを進める上で
の税務相談等に専門家を派遣、③都
有地を活用した共同化住宅の建設な
ど、の3つです。一体開発誘発型街
路事業が始まったことで、都と豊島
区は、都道（補助81号線）沿いの地
権者・住民にまちづくりに向けた勉
強会の発足などを後押ししてきまし
た。そして一体開発誘発型街路事業
の第１号となったのが、2010年に竣

工した分譲マンションの「ブランズ
東池袋」（56戸）です。都電荒川線
の向
むこう

原
はら

停留場から徒歩約2分に立地
するブランズ東池袋は、地権者と都
の公社、デベロッパーが連携して開
発した共同住宅です。都道整備で移
転することとなる地権者の代替床の
確保のために東京都都市づくり公社
が取得した土地約400㎡を活用して、
周辺地権者9名とデベロッパーで、
等価交換方式の共同住宅を建設しま
した。防災備蓄倉庫を備えるなど、
東池袋の防災性の向上に寄与してい
ます。
　一体開発誘発型街路事業によって、
都道沿いには他にも再開発組合が発
足しています。都電荒川線の東池袋
四丁目停留場と向原停留場のほぼ中
間で施行される「東池袋五丁目地区
第一種市街地再開発事業」と、東京
メトロ東池袋駅・都電荒川線東池袋
四丁目停留場から徒歩1分で施行さ
れる「東池袋四丁目2番街区地区第
一種市街地再開発事業」です。
　東池袋五丁目地区第一種市街地再
開発事業は、都と豊島区の支援に
よって地権者が2007年に設立した共
同建替え検討会がもとになっていま
す。地権者は、2010年に再開発準備
組合を設立、2015年に再開発組合の
設立認可を受けています。なお、同
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補助81号線・都電荒川線沿いに再開発が進む東池袋四・五丁目地区（右奥に見えるマンショ
ンはブランズ東池袋）

東池袋四・五丁目地区（赤枠に当たる部分）豊島区HPより
豊島区が任意買収で整備してきた防災道路B路線（豊島区提供）

消防車・救急車の進入できない道路が多く残る東池袋四・
五丁目地区

都道と都電荒川線沿いで行わ
れている東池袋五丁目地区第
一種市街地再開発事業

事業は、2013年に「木密地域不燃化
10年プロジェクト」不燃化特区制度
の先行実施地区のコア事業に選定さ
れています。コア事業となったこと
で、都から「公営住宅等の優先的あっ
せん」や「士業派遣」といった支援
を受けられるようになりました。同
事業は地権者約30人の土地を集約し、
約2,300㎡の施行地区面積に、132戸
の共同住宅を建設するものです。
　「東池袋四丁目2番街区地区第一種
市街地再開発事業」は、同じく都と
区の働きかけで2009年に共同建替え
検討会が発足。2012年に準備組合が
設立、2017年に都市計画決定と再開
発組合の設立認可が行われています。
同事業では約2,700㎡の施行地区面
積に、約230戸の共同住宅を開発し
ます。

豊島区の任意買収による 
区道整備

　東池袋4･5では、都道の整備だけ
でなく、豊島区による区道の整備も
行われています。都道補助81号線と

同様に、東池袋4･5を横断する形の
幅員6mの防災道路A・B・C路線です。
この区道は、1986年に東池袋4･5のま
ちづくり協議会から区長に出された
「まちづくり提言」に基づき、区に
よる任意買収によって整備が進めら
れてきた道路です。A路線（約160m
区間）は1995年度に完成しており、
B・C路線も土地の買収が進み、一
部区間では、整備に向けて準備中で
す。区の担当者は、「都道も重要で
すが、他にも住民が逃げることがで
き、消防車や緊急車両が進入できる
道をつくらないと、安全にはなりま
せん」と防災道路の重要性を語って

災害に強いまちをつくる─木密不燃化の取り組み─

います。
　東池袋4･5は、都道整備と沿道ま
ちづくり、そして区道の整備によっ
て、危険な木密が解消されつつあり
ます。実際、木密地域不燃化10年プ
ロジェクトにおける東池袋4･5の目
標の１つは、不燃建築物や公共空地
などで構成される不燃領域率を2013
年時点の59％から2020年度までに
70％に引き上げることですが、再開
発だけでも1％以上不燃領域率の向
上に寄与しています。区道や都道の
整備によっては、さらに不燃領域率
が上がると見られます。
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改正宅建業の施行で 
建物状況調査を周知させ 
流通を促進

　日本では欧米諸国に比べ、既存
住宅の流通が進んでいない状況に
あります。2013年に総務省がまと
めた住宅・土地統計調査によると、
日本の既存住宅の流通量は年間約
17万戸、住宅全体の流通の中で約
14.7％にとどまり、米国の83.1％、
英国の88.0％と比べ大きな開きが
あります。人口減少時代を迎え新
築住宅の建設が頭打ちになり、既
存住宅の活用が不可欠になる中、
活用促進は早急に対応すべき課題
となっています。ただ、日本では
耐震性や断熱性のほか、設備の老
朽化、陳腐化などへの懸念が強く、
中古住宅を購入する上でのネック
になっています。
　国は既存住宅の建物の状況を客
観的に明示できる建物状況調査の
実施を推進し、既存住宅への安心
感を高め流通を促そうとしています。
そこで16年に宅建業法を改正し、
宅建業者が建物状況調査の結果に
ついて顧客に情報提供することを
規定して、流通の活性化を後押し
しています。改正法は17年４月に
一部が施行され、宅建業者が正し

く理解できるよう業界団体が研修
することなどを規定しました。今年
４月から建物状況調査による情報
提供に関する規定が運用されます。
　具体的には、①媒介契約書面に
建物状況調査に関するあっせんの
有無を記載すること、②建物状況
調査の結果や維持保全の状況など
に関する書類の保存状況を重要事
項として説明すること、③契約時
に建物の状況を売主と買主双方で
確認したことを書面とし交付する
こと―の３点が盛り込まれました。
柱となるのは建物状況調査のあっ

調査することをいいます。対象
は基礎や土台、床、柱・梁、外壁
などの構造耐力上主要な部分の
ほか、外壁や屋根といった雨水
の浸入を防止する部分となりま
す。国の登録を受けた既存住宅
状況調査技術者講習を修了した
建築士が実施することが必要で
す。国土交通省のホームページ
でも実施者についてのサイト
（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

house/kisonjutakuinspection.html）

を設け、情報を広めています。
　建物状況調査により、調査時点
の住宅の状況が客観的に把握でき、
その内容をもとにした取引を実現
するため、住宅の品質について安
心感を高められるだけでなく、取
引後のトラブルを抑えることがで
きます。調査結果が残るため、リ
フォームやメンテナンスの計画づ
くりや費用の算定がしやすいメ
リットも生まれます。
　また、売主や買主は住宅の専門
知識を持ち合わせていないケース
がほとんどです。専門家が住宅を
調査することで売主や買主が見た
だけではわからなかった特徴がわ
かるようになります。売主として
は事前に対処しておくことで住宅
の価値や信頼感の向上につながり、
売却しやすくなります。買主側で
も物件の購入に対する迷いを減ら
せたり、将来の補修の必要性など
を把握した予算の検討ができると
いったメリットが生まれます。さ
らに、調査で問題点がなければ、
すまい給付金の支給や住宅ローン
減税の適用といった優遇を受けら
れるひとつの条件になり得ます。
調査の時間は３時間程度で、費用
は規模や実施者の方法などにより
異なりますが、数万円からの負担
となります。売主や買主など、調

変革に向かう不動産流通業［シリーズ］

せんで、宅建業者が建物状況調査
について説明し、売主・購入予定
者の必要に応じて実施者をあっせ
んすることで建物状況調査の認知
度や実施率を向上させ、信頼度の
高い既存住宅の流通を進めます。

調査により住宅の状況を客観視、
取引後のトラブル回避や 
予算確保の見通しも明確に

　建物状況調査とは、既存住宅
にひび割れや雨漏りがあるかど
うかを目視や触診、打診などで

出典：国土交通省

　２０１６年に公布された改正宅地建物取引業法により、この４月から既存建物の建物状況調査（インスペクション）
に関する規定が施行されます。専門家の調査により物件の状態が明らかになれば、物件への信頼感や価値の向上に
つながり、既存住宅の流通が進むことが期待されます。宅建業者は調査について売主や買主に情報提供やあっせん
をする必要が生じますが、４月の法律施行で宅建業者が取り組むべきことは何か、また同じく４月にスタートする安心Ｒ
住宅との違い、全日本不動産協会や東京都不動産協会の対応についてまとめました。

かを説明します。実施者をあっせ
んできる場合には売主・購入予定
者にあっせんを希望するか確認を
とります。その上で契約書にあっ
せんの有無を記載して媒介契約を
締結することになります。あっせ
んをする場合、宅建業者は売主・
購入予定者に対し、あっせん可能
な調査実施者の情報などを説明し、
あっせん先の事業者に建物状況調
査を実施したい意向がある旨を伝
えます。その後、調査の実施方法
や金額について売主・購入予定者
と事業者が交渉できるよう宅建業
者が手配することになります。調
査内容や金額を確認した上で、売
主・購入予定者は調査を実施する
かを決定します。あっせんを受け
たからといって調査をしなければ
ならないことはありません。また、
売主・購入予定者が直接調査実施
者に依頼することも可能です。
　なお、購入予定者が建物状況調
査を希望する場合、建物の売主に
あらかじめ調査が実施できるか承
諾を得る必要があります。
　あっせん先の調査実施者は資格
を持つ個人であっても、有資格者
が所属する法人でも構いません。
調査実施者は取引に直接の利害関
係がなければ、宅建業者の関連会
社をあっせんすることも可能です。
ただ、宅建業者が自らの媒介する
住宅で建物状況調査の実施主体と
なるのは適当ではないとされてい
ます。
　あっせんによる宅建業者への報
酬は発生しません。あくまで媒介
業務の一環となっており、宅建業
者としては建物状況調査が活用さ
れて既存住宅の流通が促進するこ
とがビジネスチャンスの拡大にな
るとみられます。

査の依頼者が費用を負担します。
　対象となる住宅は、建設完了か
ら１年以上を経過した既存住宅で、
戸建、マンション、アパートなど
となります。賃貸住宅も対象で、
店舗を併設する住宅は住宅部分と
共用部分が調査の対象です。また、
鉄筋コンクリート造の場合、コン
クリートの強度や鉄筋の本数など
を調査し、木造の場合は床下の腐
朽などと、項目が変わります。マ
ンションの場合は、住棟のうち最
上階や最下階、特定の途中階を調
べる「住棟型調査」と、ある特定
の住戸とマンションの出入り口ま
での間を調査する「住戸型調査」
の２種類があります。マンション
の１棟全体を対象とするのが住棟
型で、マンションの中の住戸を対
象とするのが住戸型になります。

あっせんとは、 
調査実施者の手配や 
費用算定などを実施すること

　４月からの法律施行では、建物
状況調査の実施が義務化されたの
ではなく、宅建業者が売主や購入
予定者に対し、建物状況調査を
あっせんするかどうかを確認し、
その有無を媒介契約書に記載する
ことが求められました。この場合
のあっせんとは、宅建業者が調査
実施者と売主・買主の間に立ち、
調査内容や費用の見積金額の伝達
など具体的なやりとりを取り次ぐ
ことをいいます。建物状況調査の
制度や仕組みについてのみ説明し
ても「あっせん」と認められませ
ん。
　あっせんにあたっては、宅建業
者は売主・購入予定者と契約交渉
する際、建物状況調査の内容と調
査実施者をあっせんできるかどう

居住支援協議会居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

居住支援団体
居住支援法人
ＮＰＯ

社会福祉法人等

居住支援団体
居住支援法人
ＮＰＯ

社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）
都道府県・市 町区 村

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

連携

宅建業法の改正で４月から
インスペクションのあっせん等を規定

法律施行後の住宅流通の流れ

媒介の申込時 売買契約の終結時
売主（又は買主）

①媒介契約

②重要事項説明
・建物状況調査
実施の有無
・調査結果概要
・保全状況等に関する
書類の保存状況

③調査結果等について
　双方確認
④契約締結時の書面に
　双方が確認した事項を記載

③検査事業者による
　建物状況調査
　（インスペクション）
　実施

④建物状況調査の結果報告

①
建
物
状
況
調
査
の
実
施
状
況
の
確
認

宅建業者 宅建業者 買主

売主
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重要事項説明では、 
調査結果の概要や建物に関する 
書類の保存状況を説明

　建物状況調査の結果は、重要事
項として説明する必要があります。
４月からは、宅建業者は建物状況
調査の実施の有無と、実施した場
合の結果の概要、建物の現状など
に関する書類の保存状況を説明す
ることになります。これにより、
建物の状態を買主側が十分理解し
て意思決定ができるようにするの
が狙いです。ただし、重要事項説
明で求められる建物状況調査は、
調査から１年以内のものに限られ
るので注意が必要です。
　調査実施者は、対象部位ごとの
劣化状況などを示した「建物状況
調査報告書」と、その概要版とな
る「建物状況調査の結果の概要」
をまとめます。宅建業者は技術者
から説明を聞いた上で、結果の概
要に記載した内容について、説明

することになります。賃貸の場合
も、結果の概要を重要事項として
説明する必要があります。買主や
借主はより詳細な説明が必要と感
じる場合、調査実施者から説明を
求めることもできます。その場合、
宅建業者が調査実施者と調整する
ことが望ましいとされています。
また、報告書は買主がリフォーム
やメンテナンスをする際の参考と
なるため、買主に渡すことが適当
です。調査の実施を購入検討者が
依頼する場合は、売主との間で対
応方法を相談しておきます。

安心Ｒ住宅の建物状況調査は 
瑕疵保険加入の基準を満たす

　なお、４月からは既存住宅の流
通を促進させるための新たな制度
「安心Ｒ住宅」もスタートします。
建物の耐震基準や建物状況調査、
リフォームの工事・提案の内容な
どの基準を満たした既存住宅を認

定し、国も関与する形で標章を与
えることで安心感や価値を高めて
流通の促進につなげようとしてい
ます。この制度でも建物状況調査
が必要になっていますが、宅建業
法に基づく建物状況調査とは調査
の方法に違いがありますので混同
しないよう注意が必要です。
　具体的には、安心Ｒ住宅の建物
状況調査では既存住宅売買瑕疵保
険に加入するための基準を満たす
必要がある点が大きな違いです。
調査の実施も、保険を取り扱って
いる住宅瑕疵担保責任保険法人に
登録している検査事業者（もしくは
住宅瑕疵担保責任保険法人自体）
が担当する必要があります。宅建
業法の施行に伴う建物状況調査を
実施する技術者とは異なります。
　また、建物の構造耐力上主要な
部分や雨水の侵入を防止する部分
に劣化がない状態にしておくこと
も安心Ｒ住宅の要件を満たす基準
になっています。宅建業法に基づ

く調査では劣化の有無を結果の概
要に示せばよいのですが、安心Ｒ
住宅の認定を受ける場合は調査の
結果劣化があれば、必要な改修を
実施しておく必要があります。さ
らに、宅建業法に基づく調査では
構造や設備の位置などにより調査
ができなかった箇所は「調査でき
なかった」としてそのまま結果を
報告するのに対し、安心Ｒ住宅の
調査では点検口を工事などにより
設置して詳細な調査が必要になる
という違いがあります。つまり、
宅建業法の施行で規定される建物
状況調査は建物の「あるがまま」
を伝えるためのもので、安心Ｒ住
宅のための建物状況調査は、不良
箇所があれば改修して既存住宅の
信頼度をより高める制度といえま
す。
　なお、売主が安心Ｒ住宅の認定
を希望し、建物状況調査を実施す
るとしても、宅建業法に基づく建
物状況調査のあっせんに関する規
定は順守しなければなりません。
媒介契約の交渉に入る段階で建物
状況調査の内容やあっせんなどに
ついて一通り説明しておくべきで
しょう。ただ、両方の制度が同時
にスタートすることは、建物状況
調査の説明機会が増えて制度が浸
透し、既存住宅を調査することが
当たり前という機運を醸成するた
めの相乗効果を生むことも期待さ
れます。顧客の要望に応じた制度
の活用を提案することで顧客を獲
得するチャンスが広がるでしょう。

宅建業法対応済の契約書関係、 
総本部HPやラビーネットで 
ダウンロード可能 
安心R住宅研修もHPで受講

　全日本不動産協会総本部でも、

宅建業法の改正に伴う建物状況調
査と安心Ｒ住宅の周知に取り組み
ます。宅建業法の改正に伴う調査
に関しては、４月からパンフレッ
トを会員向けに配布するとともに、
買主と売主それぞれに制度やメ
リットをわかりやすく伝える冊子
を作成する予定です。また、検査
事業者のジャパンホームシールド
㈱と提携して建物状況調査を実施
する場合に200社を対象に一律２
万円を助成し、建物状況調査が媒
介契約を結ぶ上でのきっかけとな
るよう下支えします。
　また、全日本不動産協会は、安
心Ｒ住宅の事業者団体として国土
交通省から登録を受けました。登
録した事業者団体によって決めら
れる住宅リフォーム工事の判断基
準については、築５年以上の物件
は各部位ごとにメンテナンスが必
要になる年数と耐用年数、不具合
事象をそれぞれ設定し、その基準
に該当する場合にリフォーム工事
や提案を行うこととしました。合
わせてどの部位でどの程度の年数
が経過しているか確認できる住宅
リフォーム工事実施判断チェック
シートを作成し、数値や基本情報
を入力することでリフォーム工事
や提案が必要になるか導き出せる
ようにしています。
　宅建業者が安心Ｒ住宅を取り扱
うには、協会による研修や効果測
定を受講する必要があります。４
月には各都道府県で研修を実施し
ますが、５月以降は会員向けホー
ムページで動画研修を受講し、そ
の内容を確認することで安心Ｒ住
宅を取り扱えるようになります。
なお、安心Ｒ住宅では、基準を満
たした住宅について認定を示す標
章を広告に掲示することができま
すが、あくまでも住宅に対する認

定のため、協会から取り扱いが許
可されても会社の名刺や店頭に標
章を使うことはできませんので注
意が必要です。
　東京都不動産協会でも、宅建業
法の改正により業務がどのように
変わるのか解説する「ホームイン
スペクションガイドブック」を作
成しています。建物状況調査の内
容や疑問点についてわかりやすく
説明しています。協会のホーム
ページからダウンロードできます。

変革に向かう不動産流通業［シリーズ］ 宅建業法の改正で４月からインスペクションのあっせん等を規定

宅建業者が売主・買主にあっせんする際の流れ

建
物
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介
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と
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介
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に
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無
を
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）

あっせん可

あっせん
不可

希望
有り

希望
無し

例えば、
・事業者が作成した建物状況調査費用の見積もりを
　売主に伝達
・建物状況調査実施の意向を売主に確認 等

※ 買主に事業者をあっせんする場合には、上記の流れ
に加えて、建物の所有者（売主）に建物状況調査につ
いてあらかじめ承諾を得る必要がある。

東京都不動産協会が作成したガイドブック

全日本不動産協会が配布するパンフレット

出典：国土交通省
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　企業が所有する築約40年の社員
寮を耐震補強し、シェアハウスとし
てリノベーションしたこの物件のコン
セプトは、「シェアダイニング」。「食」
を通じたコミュニティを大切にした暮
らし方を提案しています。
　キッチンには本格的な業務用ガス

コンロ2台と家庭用ガスコンロ3台を
設置。手軽なメニューから本格中華
まで幅広い料理を楽しめるようにし
ました。
　そして、「食」を通じたシェアハウ
スのコミュニティを、入居者だけにと
どまらず街にも広げていきます。た

とえば、キッチンではプロの料理人
による料理教室を開催したり、広い
開放的なダイニングを使って地域の
人々も参加できる「食」のイベントを
行うことで、入居者以外の人を呼び
込むという仕掛けを展開しています。
食の仕事を志す人やグルメを自負す

STYLIO WITH 上池台

社員寮を「食」をコンセプトにしたシェアハウスに

写真・協力●東京急行電鉄株式会社

TOKYO
クール
不動産

キッチンから広がるダイニング 食を通じた交流が生まれる

FILE
04

東京都内のおしゃれで面白い、COOL（カッコいい）な不動産をご紹介します。魅力

的な不動産との出会いは、TOKYOでの生き方や住宅づくりのヒントを与えてくれるか

もしれません。東京都内の不動産から素敵なシェアハウスを探してみました。

［DATA］

所　　在：東京都大田区

敷地面積：1,047㎡

建物全体の延床面積：2,543㎡

住宅戸数：68戸

構造規模：RC造、地上5階

居室の間取り：1ルーム（8.28～16.56㎡）

完成（利用開始）時期：2014年

階段で2階へ上がったところにあるエントランス ワークスペース。壁際のデスクにはコンセントがある。コミュニティを育む広いダイニング ラウンジ。奥に小上がりのスペースがあり、ステージのように使うことも。

居室（518号室） 有償プランで居室をDIYでカスタマイズすることが可能

る人、料理づくりや食べることを楽
しみたい人など、日常生活で食の時
間を大切にする人たちが気軽にコ
ミュニティを育む場になっています。
　共用施設はキッチンやダイニング
のほか、ソファが配置されたラウンジ
や大きなテーブルと個人用デスクが

並ぶワークスペース、トランクルーム
などを配置。従前の建物にあった壁
を取り払い、キッチン・ダイニング、
そしてラウンジ、ワークスペースが
つながり、広々とした明るいコモン
スペースをつくりました。ダイニング
のインテリアは、美食の街として有

バルコニー

キッチン ダイニング

ラウンジ

バルコニー

改修前は、キッチン　・食堂　・ラウンジ　・和室　が、それぞれ壁で区切られていた。

1階にはテナント店舗のほか、シェアハウスの水回り設備（ランドリーやトイレなど）を配置。3階～5階は居室エリア。

階段を上がって
2階へ

2階（約245㎡）

ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム

名なバスク地方の修道院をイメージ
し、素朴な雰囲気を残した古木を
使ったテーブルを使用しました。
　最寄り駅から徒歩14分という、決
して駅近とは言えない物件に新たな
魅力を加えました。

壁を取り払い、
広々とした
共有空間へ
生まれ変わった。
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から家具と住宅には興味があり、新
聞広告をなめるように眺めていました。
今でもインテリアへの興味が尽きな
いのも、あの住まいで育まれた感性
のおかげなのかなと思ったりします。

大事にしてきた近所づきあい、
東日本大震災を経験して

さらに強く

　18歳で上京し、先に上京していた
兄と一緒に調布の2階建てのアパート
に住みました。アパートの部屋の隣
には赤ちゃんがいる若夫婦が住んで
いて、ご飯をごちそうになったり、
赤ちゃんの面倒を見たり、仲良くさ
せてもらいました。私の実家にも来
ていただいたり、家族ぐるみのお付
き合いを２年ほどしましたが、しば
らく20年ほど連絡が取れなかったん
ですね。ひょんなことからドラマの
撮影スタジオのオーナーがご夫婦の
親戚であることが分かり、当時赤ちゃ
んだった娘さんにも再会したんです
よ。今でもお付き合いは続いています。
　住まいが引き寄せたご縁は他にも
あります。友達のお母様に紹介して
もらって住んだマンションの管理組
合の理事長さんが当時在籍していた
会社の社長の高校時代の同級生だっ

たり、そのマンションの部屋の隣と
下の階の居住者さんとは今でもお友
達です。
　今、住んでいるマンションでも居
住者さんと交流があります。ご飯を
食べに行ったり、子どもたちがなつ
いてくれたり、皆既月食があった夜
は一緒に空を眺めたり、まるで長屋
住まいのような、あたたかい人間関
係のなかで暮らしています。毎日が
面白いですよ。
　東日本大震災を経験してから、私
の意識が変わりました。これまでも
ご近所づきあいは大事にしていまし
たが、隣近所に誰が住んでいるのか
を知っていることは心強いということ
が身に染みました。困った時にはお
互い様、都会でも助け合いの気持ち
は大事だなと思います。

コミュニケーションが
充実している街は魅力がある

　取材やドラマ撮影などの仕事で旅
に行く機会が多く、国内外のいろい
ろな街を訪れましたが、魅力的な街
というのは決まって人と人とのコミュ
ニケーションが充実していると実感
します。良い街の住民は行政の力に
頼っていないということも特長です
ね。みんなが横のつながりを大事に
している街は、魅力的に発展してい
ます。若者のアイデアを否定せず、
応援していく姿勢があることも大切

です。人がホッとできる感覚や伝統
を大切にする文化も残しておいた方
が、街は安定すると思っています。

仕事仲間に恵まれて、
新ドラマがスタート

　私が出演する「特捜９」（テレビ朝
日）というドラマの放映が4月11日か
ら始まりました。前身の「警視庁捜
査一課９係」から引き続き、主要キャ
ストとは13年目の付き合いになりま
す。かつて主演を務めていた渡瀬恒
彦さんが昨年３月に亡くなり、新シ
リーズでは班長を寺尾聰さんが演じ
ます。渡瀬さんという大黒柱が築い
てくださった家にどんな風が吹くか
楽しみながら撮影に勤しんでいます。
　13年間、同じ役をやっているのはと
ても幸せなことだなとキャストとも話
しているんです。私が自慢できるメン
バーですし、知れば知るほどみんな
の優しさを感じます。自分の仕事は
演じるだけと線を引かず、脚本や編
集、衣装についても意見を出し合っ
て創り上げています。こういう仲間と
仕事ができることは幸せです。皆さ
んのお仕事でもそういう素敵な仲間

がきっといらっしゃるのだろうと思い
ます。

最終的な決め手は
人からの情報

　地域密着の不動産屋さんは一番頼
りになると思っています。最近はあ
らゆる情報がデジタル化して、誰に
も頼らなくても情報に行きつけるの
ですが、最終的な決め手になるのは
人から肉声で聞く情報だと思います。
「ここは日当たりがいいし、駅から近
くていいですよ」というその言葉に
安心するんです。機械ができること
と、人にしかできないことがあって、
人だからこそできる仕事が不動産屋
さんにはいっぱいある。新しい人生
をスタートするステップとして住み
替える人たちはすごく勇気がいると
思うので、ぜひそういう人の力になっ
てほしいと思いますね。
　不動産めぐりは好きです。新しい
住まいってワクワクしますよね。新生
活を始める時は不安があるけど、楽
しみもあって心が躍る。ワクワクして
住めるような紹介の仕方をしていた
だけたらありがたいなと思います。

高祖父が手仕事で作った
生家で育まれた感性

　高祖父に当たる羽田甚蔵が宮大工
の棟梁で西洋建築を模した水海道小
学校を建築しました。現在は茨城県
立歴史館に移築されています。私の
生まれ育った家はその高祖父が江戸
時代に作った日本家屋で、家の真ん
中に立派な大黒柱がありました。
　家を建て替える時、大黒柱を抜く
のに1週間以上かかりました。地中深
くまで入って、機械を使ってもなか

テレビドラマや映画、CM出演などで活躍している柔らかな笑顔が印象的な女優の羽田美智子さん。宮大工の先祖を

持ち、江戸時代に建てられた築100年ほどの日本家屋で幼少期を過ごした羽田さんに、住まいにまつわるライフストー

リーをお聞きしました。

住まいが引き寄せた縁に育まれて
あたたかい人間関係のなかで暮らす幸せ

1968年生まれ。茨城県出身。女優として映画、ドラマ、CMなどで活躍。
4月からは12年続いたテレビドラマ「警視庁捜査一課9係」の新シリー
ズ「特捜9」（テレビ朝日・毎週水曜夜9時）に出演し、小宮山志保
役を演じる。また、「空旅をあなたへ─PREMIUM SKY─」（フジテレビ）
にナレーションとしてレギュラー出演中。著書に『羽田美智子が見
つけた 沖縄 すてき、ひとめぐり。』（光文社）、『私のみつけた京都あ
るき』、『私のしあわせ京都あるき』（共に集英社）がある。 

羽田美智子 氏 Michiko Hada

この人に聞く

なか壊せなかったようです。子ども
の頃は「みっちゃんのおうち、お化
け屋敷みたい」とからかわれるのが
嫌だったので、モダンなおうちにあ
こがれていました。
　年齢を重ねても自分の好きなもの
は、変わらない気がします。「流行っ
ているから」と自分の趣向に嘘をつ
いている時代もありましたが、そう
やって選んだものは飽きますね。あ
の日本家屋に生まれて、職人の細か
い手仕事で作られた家具に囲まれて
育ったからこそ、自分の好きなものが
はっきりしているように思います。昔

不
動
産
め
ぐ
り
は
好
き

　
新
し
い
住
ま
い
っ
て

　
　
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
よ
ね
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確認されました。この結果を踏まえ、
多岐にわたる空き家問題に対する区
の基本的な方針を示す『空家等対策
計画』を平成29年１月に策定、４月
には『空家等対策の推進に関する条
例』を施行しました。11月には不動
産・建築・法律等の専門家団体と『空
き家の有効活用、適正管理等の推進
に関する協定書』を締結し、空き家
の所有者を対象とする相談体制を整
備するとともに、中古住宅や地域の
活動拠点への活用など、具体的な施
策の実施に向けて取り組んでいきま
す。
　一方、利用可能な空き家を地域の
資源と捉えており、福祉、子育て支援、
観光振興等を目的とした地域活性化
施設に改修する場合、その費用の一
部を助成する事業の実施を予定して
います。

荒川区のまちづくりにおいて、
全日本不動産協会はどのような
役割を果たせるでしょうか。

　荒川区の空き家の割合は、平成25
年の住宅・土地統計調査によれば、
全国平均より低いものの10％を超え
ており、今後その割合はさらに増加
することが懸念されます。
　このため、既存住宅ストックの有
効活用を図ることを目的として、市
場に流通していない空き家の情報を
区のホームページに掲載し、空き家
所有者と空き家利用希望者とのマッ
チングを行う空き家バンク制度の創
設に向けて、現在、検討を進めてい
るところです。
　こうした空き家の流通促進策を成
功させるためには、まちの不動産会
社は欠かすことのできないパート
ナーであると考えていますので、今
後もご理解とご協力をお願いいたし
ます。

荒川区の魅力について
教えてください。

　荒川区は、「区政は区民を幸せにす
るシステムである」というドメイン（事
業領域）の下、「幸福実感都市あらかわ」
の実現を目指し、荒川区民総幸福度
（Gross Arakawa Happiness：GAH）向上
のための取組を進めています。
　中でも、区の将来を担う子どもたち
がいきいきと成長できる環境整備に
力を入れており、増大する保育需要
に対しては、国家戦略特区制度を活
用し都市公園内に保育所を整備する
などにより、区長就任以来2,623人の
定員拡大を実現しました。学校教育
では、グローバル社会をたくましく生
き抜く「21世紀型能力」を身に付け

させるため、全小中学校の児童生徒
に一人一台のタブレットPCを導入し、
ICT教育の充実に力を入れています。
また、昨年３月には、「学びと子育て
のランドマーク」として多世代で親し
める「ゆいの森あらかわ」を開館しま
した。中央図書館、吉村昭記念文学館、

ゆいの森こどもひろばが一体となった
施設で、開館から１年で延べ70万人
以上の方に、区内外から訪れていた
だいています。

近年、荒川区の地価（住宅地）
上昇率が目立ちます。

　安心・安全で暮らしやすい街づくり
を進めてきた区政に対する一つの評
価と受け止めています。転入者も増
加し、平成16年には約18万人であっ
た人口は21万人を超えました。こちら
も区政に対する評価の現れと考えて
います。

不燃化特区の取り組み内容を
教えて下さい。

　今年の２月に東京都が公表した「地
震に関する地域危険度測定調査（第
８回）」では、荒川区内の多くの地域
が危険度が高いランク５もしくは４
で占められ、東京都内の5,177町丁目
の中で「町屋四丁目」は最も危険度
が高いと示されました。
　私はこれまで、「災害で一人の犠牲
者も出さない」という強い決意のも
と、災害に強いまちづくりに全庁を
挙げて取り組んできました。具体的
には、燃えない・燃え広がらない街
づくりや防災区民組織への支援を通
じた地域防災力の向上、中学校防災
部の創設等による将来の地域の防災
を担う人材育成など、ハード・ソフト
両面において様々な対策を積極的に
行ってきました。これらが評価され、
国土強靭化に資する先進的な取り組
みを表彰する「ジャパン・レジリエ
ンス・アワード」では、中学校防災
部の取り組みがグランプリを獲得し
ています。また、これまでに多くの
取材や行政視察を受け入れていると

ころです。
　平成25年度には区役所周辺の木密
地域「荒川二・四・七丁目地区」
（48.5ha）、平成26年度には「町屋・尾
久地区」（242.6ha）が不燃化特区の
指定を受けています。2020年度までに
「不燃領域率」を70％とする目標に向
け制定した、不燃化住宅への建て替
え助成制度、危険な老朽住宅の解体
に対する寄附除却制度や100％助成
制度では、ほぼ住民負担なく建物の
除却が可能です。こうした制度の周
知として各戸訪問や町会への出前説
明会などにより意識啓発を積極的に
行うなど、限られた時間の中でスピー
ド感を持って取り組んでいます。加
えて、除却後の小規模な土地を区が
取得し地域の初期消火や救助活動に
寄与する「防災スポット」として整
備するなど、木造密集地域における
オープンスペースの確保にも努めて
います。さらに「荒川二・四・七丁目
地区」ではUR都市機構と連携してお

り、中でも都営住宅跡地に建設して
いただいた従前居住者用住宅は、主
要生活道路の拡幅交渉を進めるうえ
でも権利者の生活再建策として心強
い選択肢となっています。

２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックに向けどのような
体制をとっていますか。

　オリンピック・パラリンピックを
きっかけに、区民が自分にあったス
ポーツへの関わり方を見つけ、気軽
にスポーツを楽しめる環境の整備と
機会の充実を図ります。区立全小中
学校では、パラリンピアンをはじめ
とした障がい者スポーツ選手との交
流や障がい者スポーツの体験などを
実施しています。区内の義肢装具サ
ポートセンターや首都大学東京健康
福祉学部とも連携し障がい者スポー
ツの普及にも努めており、東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けてさまざまな面から気運を
高めていきます。

昨年4月に荒川区空家等対策の
推進に関する条例を
施行しました。

　区が実施した空き家の実態調査の
結果、区内には約970棟の空き家が

GAHを高めるまちづくり、
区民に信頼される
区政を推進

In
te
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ie
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区市長が語る

わ が ま ち 西川 太一郎 区長荒川区

第35回

荒川区の巻

昭和17年荒川区生まれ、早稲田大学商学部卒。昭和52年よ
り東京都議会議員を4期16年、平成5年より衆議院議員を3

期10年4カ月務める。平成16年11月荒川区長に初当選（現
在4期目）。平成23年には特別区長会会長に就任（現在4期
目）。平成25年に住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体
連合（通称：幸せリーグ・98自治体加盟）会長に就任。

西川 太一郎 Taiichiro Nishikawa

不燃化特区を活用し、
災害に強いまちを目指す

平成29年3月に開館した「ゆいの森あらかわ」。図書
館には約60万冊の蔵書を備えるほか、荒川区出身の
作家・吉村昭氏の記念館も併設。雨天時も児童が楽
しく遊び学べる施設が整備されている。

平成29年12月に開催された「不燃化特区・防災まち
づくりフェア」の様子。横浜市立大学国際総合科学
部石川永子准教授の講演のほか、防災アニメが上映
された。
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実務に活かす！

最新判決動向

はじめに

　今回、皆さんに紹介するのは、イ
ンターネット販売等の事業を行って
いたＸが、不動産仲介業者であるＹ
２、Ｙ３の仲介によりＹ１から事務
所（本件事務所）を賃借したところ、
賃借後に本件事務所の住所がいわゆ
る「振り込め詐欺」の金員送付先住
所として警察庁等のホームページに
公開されていることが判明したため、
賃貸借契約の解除を余儀なくされた
として、Ｙ１らに対し、損害賠償を
請求した東京地裁平成27年9月1日判
決です。
　本件事案は、インターネット販売
という事業の特性上、本件住所が振
り込め詐欺の金員送付先住所として
警察庁等のホームページに公開され
ている影響は小さくなく、実際、Ｘ
のインターネット販売の売上げが著
しく減少したことから、同事務所か
ら移転せざるを得なくなり、信用も
毀損される結果となった。こうした

vo l .28

裁判所の判決が、皆さんの実務に大きな影響を及ぼすことは少なくありません。
そこで、最近言い渡された判決を題材に、皆さんが知っておくべきことを
できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

川上法律事務所 弁護士

川上 俊宏 先生
Toshihiro KAWAKAMI

東京都職員を経て弁護士に。平成10年に川上法
律事務所を開設。不動産関係を中心に幅広く訴
訟を手がける。全日東京都本部では、宅地建物
取引士講習センターにて宅建業法及び宅地建物
取引士の使命と役割の講師を、取引相談委員会
にて20年間にわたり顧問を務めている。その他
公職多数。

事業用建物賃貸借契約における心理的瑕疵
─�賃借した事務所の住所が「振り込め詐欺」の金員送付先住所として

警察庁等のホームページに公開されていた場合、貸主・不動産仲介
業者に瑕疵担保責任、債務不履行責任等は認められるか（消極）

事実は本件事務所の「隠れたる瑕疵」
にあたるといえる。また、Ｙ２らは
本件住所が振り込め詐欺の関連住所
であることをＸに説明・告知すべき
であったのにこれを怠ったなどと主
張して、瑕疵担保責任、債務不履行
等に基づき損害賠償を請求したとい
うものです。

事業用建物賃貸借契約に
おける心理的瑕疵はどのよ
うな場合に認められるのか

　裁判所は、建物賃貸借における建
物の「隠れたる瑕疵」には、建物に
まつわる嫌悪すべき歴史的背景等を
原因とする心理的瑕疵も含む（筆者
注：当該建物内で自殺があった場合
など）と解するのが相当であるが、
本件賃貸借契約が貸室を事務所とし
て使用するための事業用賃貸借契約
であり、その主たる目的が事業収益
の獲得にあることに照らせば、本件
事務所に心理的瑕疵があるといえる

ためには、賃借人において単に抽象
的・観念的に本件事務所の使用継続
に嫌悪感、不安感があるというだけ
では足りず、当該嫌悪感等が事業収
益減少や信用毀損等の具体的危険性
に基づくものであり、通常の事業者
であれば本件建物の利用を差し控え
ると認められることが必要であると
解するのが相当である。
　これを本件についてみると、過去
において本件住所が振り込め詐欺に
おける金員送付先住所として使用さ
れ、その旨が警察庁により公表され
て注意喚起を求められているという
事実は、一般的・抽象的にいえば本
件事務所で行われる事業の収益性、
信用性などに重大な影響を与える可
能性があるということができ（中
略）、Ｘが本件事務所の使用継続に
嫌悪感等を覚えたことは理解できる
ところである。
　しかしながら、詳細に検討すると、
①本件事務所に関連する振り込め詐
欺については、テレビ、新聞などで
報道されたと認めるに足りる証拠は
なく、警察庁のホームページ等を確

認しなければ本件事務所に関連して
詐欺犯罪があったと認識することは
極めて困難であったと解されること、
②警察庁のホームページ等において
振り込め詐欺関連住所が公表されて
いる事実は必ずしも一般に周知され
ているとはいえず、ネット販売事業
を営みインターネット上の情報に相
当程度精通していると考えられるＸ
もこの事実を知らず、警察庁のホー
ムページ等を確認することなく本件
賃貸借契約を締結していること、③
インターネット販売において顧客が
販売業者の信用性を判断する際には、
当該サイトにおいて公表されている
購入者による当該業者の評価が重要
視され、顧客が販売業者の住所を精
査した上で購入するかどうかの判断
を行うことは希であると思われるこ
と、④本件事務所については、Ｘ退
去に伴う原状回復工事の終了後、１
カ月余りで新たな賃借人が決まって
いるが、その賃料は本件賃貸借契約
の月額賃料より1,000円高く、また
その賃貸借契約締結の際には本件住
所が振り込め詐欺関連住所として
ネット上に出回っていたことなどが
重要事項として説明されていること、
以上の各事実が認められるのであっ
て、かかる事実に照らせば、本件住
所が振り込め詐欺関連住所として警
察庁により公表されていたという事
実は、Ｘの事業収益減少や信用毀損
に具体的な影響を及ぼすものとは認
められず、また通常の事業者であれ
ば本件事務所の利用を差し控えると

まではいえないものと解されると判
示しました。
　そしてその上で、本件事務所に転
居後、ネット販売の売上が激減した
旨のＸの主張に対して、Ｘ主張の売
上額の推移を検討すると、①本件事
務所への転居前である平成25年２月
と３月の売上高を比較した場合、３
月の売上高は２月の売上高の約60
パーセントと大幅に減少しているこ
とから、Ｘの売上が安定したもので
はなく、各種要因により大幅に変動
し得ることを示していること、②本
件事務所の転居前である平成25年４
月と転居後である５月の売上高を比
較した場合、５月の売上高は４月の
売上高の約54パーセントと大幅に減
少していることが認められるが、Ｘ
が本件事務所に転居したのが５月20
日ころであったことからすると、転
居後わずか10日あまりの間に本住所
が振り込め詐欺関連住所であること
の影響が出て５月の売上高が減少し
たとは考えにくいことなどが認めら
れるとして、本件事務所に転居後の
Ｘの売上高の減少が本件住所の影響
であると認めることはできないと判
示しました。

事業用建物賃貸借契約に
おける仲介業者の
調査確認義務の範囲

　また、Ｙ２らは本件住所が振り込

め詐欺の関連住所であることをＸに
説明・告知すべきであったのにこれ
を怠り損害を負わせたのであるから、
債務不履行、不法行為に基づき損害
賠償責任を負うというＸの主張に対
し、事業用事務所の賃貸借契約の締
結にあたり、特段の事情がない限り、
当該事務所の賃貸人及び同賃貸借契
約の仲介業者において、当該賃貸物
件につき過去に犯罪に使用されたこ
とがないかについて調査・確認すべ
き義務があるとは認められないとし
て、原告の請求を棄却しました。

判決から学ぶこと

　この判決から、事業用賃貸借にお
いては、居住用賃貸借の場合と比べ、
その目的から「心理的瑕疵」の認め
られる場合が限定されているという
ことが理解できるでしょう。
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ある」との基準を示し、結論として
当該条項は有効としました。
　また、国土交通省のマンション標
準管理規約（単棟型）コメントの第
53条関係では、「理事に事故があり、
理事会に出席できない場合は、その
配偶者又は一親等の親族に限り、代
理出席を認める旨を規約に定めるこ
ともできる」とされており、上記判
例を法人格のない管理組合にも押し
広げています。
　ご相談のケースについてですが、
理事は持ち回りで担当しているとい
うことですので、個人的資質等が重
視されていません。そうすると、理
事本人が理事会に出席しなくとも委
任の本旨に背馳するものではないと
言えます。したがって、規約を改正
して代理出席を認めることは可能と
考えられます。
　もっとも、無制限に代理出席を認
めるのでは委任の本旨に背馳するお
それがあります。そのため、上記判
例等に準じ、例えば事故、病気又は
重要な用務等のやむを得ない事由が
ある場合に、配偶者又は一親等の親
族に限って代理人とすることができ
るなど、ある程度の限定を付けるこ
とが必要と言えます。

事例概要

理事の代理人による理事会出席の
可否
　今回は、マンションの理事会への
代理出席の問題です。相談者が管理
業務を受託しているマンションでは、
総会で選任された５人の理事で理事
会が構成されています。もっとも、
理事就任を希望する住民がいつもい
ないため、部屋番号順に持ち回りで
担当しています。そうしたところ、
理事会に出席しない理事が複数人現
れ始め、理事会の運営に支障が生じ
るようになりました。そこで、理事
会への代理人による出席を認めよう
と考えていますが、規約にはその旨
の規定がありません。規約を改正し
て代理人による出席を認めることに
法的な問題はないか、とのご相談です。

相談員の回答

問題ないと考えられるが限定が必要
　管理組合と理事は委任関係にある
と考えられています。そして、委任と
は、基本的には受任者の個人的資質
や能力を重視して選任（委任）する
ものであり、代理人による職務遂行に

親しみ難い性質です。特に、機関の
意思決定やその前提となる協議にお
いては、受任者の個人的資質等が重
視されます。そのため、理事会への
代理出席は認められないとも思えます。
　しかし、現実の管理組合では、個
人的資質等を重視して理事に選任し
ているわけではないケースもありま
す。また、理事会に出席しない理事
がいる場合、理事会運営に支障が生
じ、場合によっては開催自体が困難
となってしまいます。そのため、理
事会への代理出席も許容されるべき
と言えます。
　この問題については、管理組合法
人に関してですが判例があります
（最高裁平成２年11月26日判決）。こ
れは、「理事に事故があり、理事会
に出席できないときは、その配偶者
又は一親等の親族に限り、これを代
理出席させることができる」との規
約の条項の有効性が争われた事案で
す。最高裁は、「法人の意思決定の
ための内部的会議体における出席及
び議決権の行使が代理に親しむかど
うかについては、当該法人において
当該会議体が設置された趣旨、当該
会議体に委任された事務の内容に照
らして、その代理が法人の理事に対
する委任の本旨に背

はい

馳
ち

するものでな
いかどうかによって決すべきもので

TRA不動産相談室では、不動産取引に精通した弁護士と
経験豊富な相談員による相談が無料でご利用できます。
会員の皆様の不動産取引業務のサポートとしてご活用ください。

TRA不動産相談室に寄せられる相談のなかから、会
員の皆様の業務に役立つ事例を選び、ご紹介してい
きます。解説は、相談室で対面式相談を担当されて
いる、銀座誠和法律事務所の井上雅弘弁護士です。

相談日時
①電 話 相 談（相談員が電話で対応します。）毎週月曜日～金曜日。午後1時から午後4時まで

②弁護士相談（弁護士が面談で対応するので予約が必要です。）毎週火曜日と木曜日。午後1時から午後4時まで

③税 務 相 談（税理士が面談で対応するので予約が必要です。）原則第2・4水曜日。午後1時から午後4時まで
　※①～③とも土日祝日、年末年始、お盆期間、ＧＷ期間中はお休みです。

　電話番号：03（5338）0370　（相談室専用電話）　FAX番号：03（5338）0371
　所 在 地：東京都新宿区西新宿7-4-3　升本ビル２階

井上雅弘 先生
（いのうえ・まさひろ）
銀座誠和法律事務所　弁護士

2003年3月、早稲田大学法学部卒。05
年10月、司法試験合格。07年9月、銀座
誠和法律事務所入所。役職等：千葉県
警察学校講師（民法）、社会福祉法人
監事、経営革新等支援機関等。日本不
動産学会正会員。第一東京弁護士会
所属。

Real Estate Consultation ［第18回］

TRA不動産相談室の
事例から

　平成30年 4月1日施行の宅地建物
取引業法（以下、「法」という。）の改正
に基づく建物状況調査の対策を重要
事項調査の視点から述べます。
　この「建物状況調査」を時系列で
見ると、第1に媒介契約締結時、第2
に重要事項説明時、第3に売買契約
締結時の3分野にわたっています。
今回は、第1の媒介契約締結時にお
ける対策のポイントを述べ、重要事
項説明等に関する事項は次回に述べ
ることにします。
　媒介契約締結時に、宅建業者は、
「当該建物が既存の建物であるとき
は、依頼者に対する建物状況調査を
実施する者のあっせんに関する事
項」を記載した書面を作成して記名
押印し、依頼者に交付しなければな
りません（法第34条の2第1項第4号）。
つまり、第一のポイントは、「建物状
況調査」について「資格ある者のあっ
せんを希望するか、あっせんを希望
しないか」のいずれかを記載した書
面を依頼者に交付することが義務づ
けられました。しかし、依頼者に書
面を提示して説明をする際、「建物

状況調査とは、どのようなことをする
のですか？」と聞かれて答えられな
い場合は、問題です。第二のポイン
トは、「建物状況調査の調査部位は、
建物の構造耐力上主要な部分又は雨
水の浸入を防止する部分です」と、
答えられるようにしておくことです。
第三のポイントは、「それでは、どこ
の会社をあっせんしてくれますか？」
と聞かれたときは、「調査技術者講
習実施機関は、5団体ありますので、
後程、調べてご連絡します」と、対応
しましょう。現在、「①住宅瑕疵担保
責任保険協会、②日本建築士会連合
会、③全日本ハウスインスペクター協
会、④日本木造住宅産業協会、⑤
日本建築士事務所協会連合会」が登
録されています。第四のポイントは、
「誰が実施するのですか？」という質
問があった時の回答が問題です。こ
の法令で定める者とは、「一級建築
士、二級建築士、木造建築士であり、
かつ、国土交通省が定める講習を修
了した者」です（法施行規則第15条
の8）。第五のポイントは、法令で定
める「依頼者」とは、売主、買主のい

トラブルを防ぐ！
達人が教える不動産調査テクニック

連 載
第19回

重要事項調査編 ❶

1947年11月兵庫県生まれ。不動産調査業を主業務とする。
業界紙主催のセミナーで多数講演。「不動産物件調査の
実務」「新説・売買重要事項説明の実務」など著書多数。

《エスクローツムラHP》
http://www2.odn.ne.jp/~escrow-tumura/

有限会社エスクローツムラ　代表取締役

津村 重行 Shigeyuki TSUMURA

ずれもが含まれているということで
す。売主が買主のために費用を出し
て建物の調査を実施する行為は、利
益相反です。売主がしっかり調査を
すればするほど、劣化事象等が発見
されて販売価格が下がり、売主はこ
の調査から逃れたいという思う気持
ちが本音でしょう。これからは、買
主の責任で、建物状況調査を依頼す
るケースが増えてくるでしょう。第
六のポイントは、媒介契約締結時に
おいて、「買主からの建物状況調査
を実施したいという申し入れがあっ
たときは、売主はこれに協力する」
という条項を入れておくことが大切
です。第七のポイントは、その際、
「この調査の結果報告書の内容は、
売主の個人情報でもあるため、万一、
契約締結に至らなかった時、契約締
結後に契約が解除になった時などで
は、本調査結果報告書の原本を無条
件で、買主は売主に引き渡すことに
同意する」という覚書を交換すること
が大切です。第八のポイントは、劣
化事象等が発見された場合、補修工
事を終了させなければ既存住宅瑕疵
保険に加入できない場合があり、保
険加入の際の保険料等の支払いに約
7万円前後が必要であるということ
は、重要事項として説明することが
大切です。

ここに注意！ 調査のポイント

当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施する者の「あっせんを希望する
かしないか」を明記した媒介契約書の交付が義務付けられました。
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2018.02 >> 2018.04    Information本部・支部だより

全日東京アカデミー「都民セミナー」を開催
日東京アカデミー（学院長 青山佾：元東京都副知事、
都市調査会代表）は3月29日（木）、都民セミナーを開

催致しました。12回目となる今回は、「人口減少時代の高
齢者住宅政策」をテーマとし、平成27年度から平成29年度
の3か年にわたる調査研究の成果を提言書として発表しま
した。
　提言内容について明治大学ガバナンス研究所客員研究
員・河上牧子氏にご説明いただき、「東京のまちづくりの現
状」について全日東京アカデミー学院長・青山佾氏にご講
演いただきました。全日東京アカデミーでは、今後も引き
続き都民の皆様の住生活の安定と不動産取引の安全確保を
促進するために調査研究を進めてまいります。

全

挨拶する中村本部長

河上牧子明治大学ガバナンス研究所客員研究員による説明

講演を行う全日東京アカデミー学院長青山佾氏

本部

田中理恵さんグッズ使用終了について（お願い）
協会のイメージキャラクター田中理恵さんと
の契約が4月24日に終了いたします。

　これに伴い、協会からお配りしたノボリ・ポール付
フラッグ（いずれも田中さんの画像を使用したもの）の

当

本部

ご利用は4月24日をもって終了させていただきます。
　会員の皆様におかれましては、ご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

TRAだより

「ホームインスペクションガイドブック」のご案内

TRA

成30年4月1日より売買仲介及び賃貸仲介時
におけるホームインスペクション（住宅の検査

または調査）についての説明が義務付けられました。
東京都不動産協会では、ホームインスペクションの

平

http://www.tokyo-fudousan.or. jp/inspection/ 東京都不動産協会HPのトップページにバナーがあります。

基礎知識をわかりやすく説明するガイドブックを作
成いたしました。下記よりダウンロード頂けます。
会員の皆様の知識確認にはもちろん、お客様へのご
説明時にもご活用ください。

Zen

イ
ラ
ス
ト
図
解
で
わ
か
り
や
す
い
！

ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い
♪
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編 集 後 記

広報委員長

後藤 博幸

公益社団法人  全日本不動産協会東京都本部  広報委員会　　一般社団法人  東京都不動産協会  広報事業部会

契約書ともに改定版が「ラビーネット」で更新さ
れていますので、ダウンロードしてご利用くださ
い。
　悪質な業者がニュースに取り上げられ何かと話
題のシェアハウス。今回取材した物件は、共用ス
ペースが広々としている大型物件で、スケールメ
リットを存分に感じさせてくれる素敵な物件でし
た。キッチン・ダイニング・ラウンジ・ワークス
ペース等、良質なシェアハウスならではの空間に
仕上がっています。普通の賃貸住宅と差別化され
た「食」をコンセプトにしたシェアハウス。居住
者の笑顔が成功の秘訣ですね。

　新年度がはじまり宅地建物業法の改正で建物状
況調査（インスペクション）に関する規定が施行
されました。宅建業者は情報提供やあっせんをす
る必要が生じますが、今号でも取り上げた「安心
Ｒ住宅」の制度もスタートし、エンドユーザーの
取引に関する安心を担保する制度が追加されたこ
とは、既存住宅の取引の増加に向けて、これ以上
ないアイテムとなります。
　新制度の推進に積極的に取組み、他社との差別
化をエンドユーザーに訴求し、次世代の勝組業者
へ1社でも多く名乗りを上げていただきたいと思
います。また、売買及び賃貸の重要事項説明書、

編 集 
石川康雄、風祭富夫、後藤博幸、岩田和也、水田弘康、沼田文子、芦埜茂、武田良広、中村文典

各支部で流通推進に関する研修会を実施
─ラビーネット及び I T重説に関する研修

支部

年10月よりリリースされたラビーネット、な
らびに昨年10月1日より開始された I T重説に

関する研修を、東京都本部、各支部にて随時行って
まいりました。会員の皆様にとって大変意義のあ
る研修となっており、引き続き本年も各支部で盛ん

研修会開催の様子

昨

本部・支部だより 本部・支部だより

1月23日、

全日東京会館
5階にて

新宿支部

3月2日、

たましん事業支援
センターにて

多摩北支部

3月6日、

タワーホール船堀
にて

江戸川支部

3月9日、

多摩職業能力開発
センターにて

多摩南支部

3月28日、

全日東京会館
5階にて

渋谷支部

に研修会が行われています。
　ラビーネットは契約書式集やブルーマップ・登記
簿情報等、会員の皆様にとって役立つコンテンツが
満載です。今後も皆様にとって使いやすいシステム
を目指してまいります。

練馬支部　練馬こぶしハーフマラソンへ協賛

支部

馬支部は3月25日（日）、「練馬こぶしハーフマ
ラソン2018」に協賛しました。

　都立光が丘公園をスタート・ゴールとし、区内の
主要幹線道路（笹目通り・目白通
り・環八通り・川越街道）をメイン
コースとして開催され、約5,400

人がランナーとして参加しました。
マスコットキャラクターのラビー
ちゃんも会場にてランナーたちを
応援し、大会を盛り上げました。
また同時に、公園内広場のブー

練

第５地区協議会　日帰り親睦バス旅行

支部

成30年2月21日（水）、第5地区協議会（多摩
北支部、多摩中央支部、多摩東支部、多摩西

支部、多摩南支部、町田支部）は厚生事業として

平

南房総 海鮮浜焼き食べ放題とイチゴ狩り 三井アウトレットパーク木更津の旅

TRAと共催で、全日ラビー少額短期保険株式会社の
谷政憲社長もご参加いただきバス旅行を開催し、会
員の親睦を深めました。

スで不動産街頭無料相談会を行い、多くの方に足を
運んでいただきました。

不動産街頭無料相談会を開催 桜並木を走る参加者
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